
≪業務委託契約に関する注意事項≫

１ 前金について 
請負代金額（税込）が３００万円以上の業務委託（建設工事にかかる設計（監理を含む）・

調査・測量業務に限る）は、前金請求が可能となります。 

令和６年４月１日以降、東日本建設業保証株式会社（注）の前払金保証については、従来

の紙媒体での前払金保証に加え、電子媒体での前払金保証の対応が可能となりましたので

積極的にご利用ください。 

・東日本建設業保証株式会社の電子媒体（電子保証）の手続きについて   

手順１ 東日本建設業保証株式会社と前払金保証にかかる【電子保証】の手続を行って

ください。また、保証契約の締結に先立って事前の準備（審査・調査など）が

必要となる場合がありますので、東日本建設業保証株式会社にご確認ください。

    東日本建設業保証株式会社の下記ＨＰを参考にしてください。

https://www.ejcs.co.jp/e-surety/how-to-use/ 

手順２ 前金請求時に東日本建設業保証株式会社から提供のありました「認証キー」と

「保証契約番号」（※電子保証の内容を確認するためもの）を前金請求書に表

記の上、前払金保証を除く前金請求書などを従来どおりの提出先である工事管

理課に提出願います。

（注）「西日本建設業保証株式会社」、「北海道建設業信用保証株式会社」も手続き可能です

２ 契約書の作成方法について

以下の順番で製本テープなど活用し、契約書を２部製本（作成）してください。順番が

多少前後しても問題はありません。受注者の押印箇所は、契約書表紙の受注者名部分（右

下）、印紙貼付部分（印紙の添付自体は１部のみ）、製本テープなどを活用し製本した部分

（表と裏）です。

① 契約書表紙 

② 川口市業務委託契約基準約款

③ 建築士法関係の様式

※工事担当課の承諾印（承諾日は落札決定日から契約日の日付）のあるもの



④ その他特記事項の資料（債務負担行為設定案件に関する特記仕様書、支払に関する

特記事項など）

⑤ 質疑応答書

⑥ 仕様書や図面（Ａ３サイズなどの図面については、これまで通りＡ４サイズに織り

込んでいただき、図面を開けるようにしてください）

 なお、上記③～⑤については、該当する場合のみであり、該当する場合は契約書（案）

と併せて資料を配付します。また、本紙は綴らないこと。

３ 下請契約における代金支払の適正化について

 下請契約における請負代金額の設定及び代金支払の適正化等、元請下請取引の適正化に

努めてください。また、業務の一部を下請業者に発注しようとするときは、できるかぎり

市内業者から選定するよう努めてください。 

「川口市契約課ホームページ」から、契約に関する情報を

提供しておりますので、是非ご覧ください！！ 

～ アクセス方法 ～ 

川口市ホームページ ⇒   「組織から探す」  ⇒ 「理財部 契約課」 
をクリック                  をクリック 

川口市 理財部 契約課 工事契約係
ＴＥＬ：０４８－２５８－１２３７（直通） 

ＴＥＬ：０４８－２７１－９５０４（直通） 

ＦＡＸ：０４８－２５８－６１６１


